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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人東北大学総長選考・監察会議規程（平成１６年規第２７４号。

以下「選考・監察会議規程」という。）第２条第２項の規定に基づき、国立大学法人東北大学総

長（以下「総長」という。）の候補者（以下「総長候補者」という。）の選考及び総長の解任の

申出について定める。 

第２章 総長に求められる資質及び能力 

（資質及び能力） 

第２条 総長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的

に運営することができる能力を有する者で総長選考・監察会議（以下「選考・監察会議」という。）

が別に定める資質及び能力に関する基準を満たすものでなければならない。 

２ 選考・監察会議は、前項の資質及び能力に関する基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、

これを公表する。 

第３章 総長候補者の選考 

（選考の機関） 

第３条 総長候補者の選考は、前条第１項に定める資質及び能力を有する者のうちから、選考・監

察会議が行う。 

（選考の理由及び時期） 

第４条 選考・監察会議は、次の各号の一に該当する場合には、総長候補者の選考を行う。 

一 総長の任期が満了するとき。 

二 総長が辞任したとき又は文部科学大臣により解任されたとき。 

三 総長が欠けたとき。 

２ 総長候補者の選考は、前項第１号に該当する場合には任期の終了する日の少なくとも４ヶ月前



に、同項第２号又は第３号に該当する場合にはその理由の生じた後速やかに、開始しなければな

らない。 

（総長候補者の推薦） 

第５条 前条第２項の規定により総長候補者の選考が開始されたときには、選考・監察会議は、総

長候補者を選考するため、経営協議会及び教育研究評議会に対して総長候補者の推薦を求める。 

２ 前項の推薦の求めに基づき、経営協議会及び教育研究評議会は、各５人以内の総長候補者を順

位を付さずに選考・監察会議に対して推薦する。 

３ 前項に定めるもののほか、選考・監察会議は、国立大学法人東北大学（以下「本学」という。）

の専任の教授又は准教授３０人以上の連名により書面で推薦された者を、前項に基づく総長候補

者に加えて、総長候補者とすることができる。 

（総長候補者の決定） 

第６条 選考・監察会議は、前条に基づき推薦された総長候補者を基礎として、最終の総長候補者

１人を決定する。 

２ 選考・監察会議は、総長候補者を選考したときは、遅滞なく、その選考の結果、理由及び過程

を公表する。 

３ 前条及び前二項に定めるもののほか、総長候補者の選考の手続及び方法に関し必要な事項は、

選考・監察会議が別に定める。 

第４章 総長解任の申出 

（解任申出の理由） 

第７条 選考・監察会議は、次の各号の一に該当する場合には、文部科学大臣に対して総長解任の

申出を行うことができる。 

一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

二 職務上の義務違反があるとき。 

三 職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、総長に引き続き職

務を行わせることが適当でないと認められるとき。 

（解任申出の決定の手続） 

第８条 経営協議会又は教育研究評議会から前条各号の一に該当するものとして選考・監察会議に

対して総長解任の要求があった場合には、選考・監察会議は、これに十分な理由があると認めら

れるか否かにつき審査を行う。 

２ 前項に定めるもののほか、選考・監察会議は、前条各号の一に該当するおそれがあると認める

場合には、審査を行うことができる。 

３ 選考・監察会議は、前二項の審査を行うに際して、総長に対して書面又は口頭による弁明の機

会を与えなければならない。 

４ 前項に定めるもののほか、選考・監察会議は、第１項の審査を行うに当たっては、経営協議会

から総長解任の要求があった場合には教育研究評議会に対して、教育研究評議会から総長解任の

要求があった場合には経営協議会に対して、それぞれ意見を求め、第２項の審査を行うに当たっ

ては、経営協議会及び教育研究評議会の意見を求めなければならない。 



５ 選考・監察会議は、第１項に定める審査の結果、前条各号の一に該当する十分な理由があると

認めた場合又は第２項に定める審査の結果、前条各号の一に該当すると認めた場合には、文部科

学大臣に対する総長解任の申出の決定を行う。ただし、この場合の議事は、選考・監察会議規程

第７条の規定にかかわらず、出席した委員の４分の３以上の賛成がなければならない。 

第５章 雑則 

（規程の改正） 

第９条 この規程を改正するときは、選考・監察会議の議を経なければならない。 

附 則 

この規程は、平成１７年１月２４日から施行する。 

附 則（平成１９年７月１０日規第１３１号改正） 

この規程は、平成１９年７月１０日から施行し、改正後の第５条第３項の規定は、平成１９年４

月１日から適用する。 

附 則（平成２７年３月２３日規第１４号改正） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月２９日規第７９号改正） 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 


